
毛沢東時代の内部雑誌について 
 

中華人民共和国は、暴力革命と戦争の中で誕生した国家である。外交や内政に関わる課題

が多様化、複雑化し、またアジア冷戦による「竹のカーテン」に閉ざされた厳しい国際環境

もあり、1949 年に新政権を樹立した中国共産党は直ちに、極めて厳格でかつ包括的な秘密

保持制度を構築した。人民共和国成立初期から現在に至るまで、中共政権は条例や法規の改

正を繰り返したが、「国家機密」の包括的定義についての抜本的な見直しはできず、「国家機

密」の包括性、すなわち非公開を原則とし、公開を例外とするという考え方は一貫して、人

民共和国の秘密保持制度の基本理念であり続けた1）。 

このように情報統制が厳しく行われた結果、人民共和国では、「内部発行」という情報流

通のグレーゾーンが過剰に膨らんでいった2）。例えば、1950 年から 1956 年にかけて『人民

日報』を始めとする中国の新聞は気象情報を国家機密として公表していなかった3）。その代

わりに、各地の気象局が内部雑誌を発行し、気象情報を中共政権の関係者のみに伝えた。図

1 は、人民共和国成立初期において中共政権の最高軍事指導機関である人民革命軍事委員会

の気象局が発行した『天気』（目録 No.6503）創刊号の書影である。図 1 に示したように、

表紙の左側にトップシークレットを意味する「絶密」の印が押捺されている。気象情報さえ

も国家機密とされたことが象徴しているように、情報統制が厳しく行われている環境の中

で、いわゆる「新中国」は船出をしたわけである。 

「内部発行」の産物は、内部図書と内部雑誌の 2 種類に大別することができる。ここで言

う「内部」の範囲は、ケースバイケースである。というのも、内部の情報ルートといっても、

それへのアクセス権限は、読み手の身分や地位によって大きく異なったからである。内部図

書の場合、アクセス権限への制限は比較的緩く、一般の国民には公開されないが、研究者も

含めて中共と政府の幹部など広い範囲内の「一等国民」が読める。 

一方、内部雑誌をめぐる状況は極めて複雑である。内部雑誌へのアクセス権限は、基本的

に「省軍級」（中共や政府の省級、軍の軍団級の幹部）、「地師級」（中共や政府の地区級、軍

の師団級の幹部）、「県団級」（中共や政府の県級、軍の連隊級の幹部）という重層的構造に

なっているが、筆者の調査によると、「県団級」の幹部が読める内部雑誌が圧倒的に多い。

ただし、公安関係の内部雑誌のように、号ごとにアクセス権限が設定されているものもある。

例えば、「絶密」と位置付けられる中央公安部の『公安建設』（目録 No.170）は毎号のアクセ

ス権限が異なり、場合によって「本号は、県級党委員会書記に配付せず、公安局長のみが閲

覧可」との注意書きが記されたこともある。さらに、読み手の地位とは関係なく、特定の人

にのみ配付される内部雑誌もある。例えば、哈爾濱工業大学学術情報科が発行した『反応堆

工程専業講学和学術報告会会議簡報』（目録 No.2807）は、中国の核兵器開発の進捗状況を

掲載する内部雑誌であるため、それを閲覧できる約 40 名の関係者が具体的に指定され、同

誌の裏表紙に記されている。端的に言えば、アクセス権限のハードルが高ければ高いほど、

その内部雑誌に記述された問題は、より詳細でより真実に近いと理解してよい。 

【解説】
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